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第２章 
都市づくりの 
基本理念と基本目標 

「郡山市都市計画マスタープラン」の概要 
基本理念の体系 
２－１ 都市づくりの基本理念 
２－２ 都市づくりの基本目標 
 



「郡山市都市計画マスタープラン」の概要 
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 基本
理念

市
民
が
輝
く
ま
ち

郡
山『
開
拓
の
歴
史
を
生
か
し
た
躍
動
感
あ
る
ま
ち
づ
く
り
』

基本目標

脱炭素化の実現を目指したまちづくり目標４

都市構造、交通、エネルギー、緑の各分野におい
て、脱炭素まちづくりに向けた施策・取組を進め
ます。

〇脱炭素まちづくりの推進
〇公共交通の利用促進
〇再生可能エネルギーの活用
○サーキュラーエコノミー社会の実現

地域特性を活かした暮らしの実現目標３

都市と自然の魅力を強化し、相互がネットワーク
した多様な暮らしが可能な環境を実現します。

〇まちの個性を活かした景観形成
〇自然環境の保全と活用
〇多様な暮らしの実現

交流の促進と産業の振興目標２

福島県の復興を牽引する産業振興及び交流人口や
雇用人口の拡大と定住人口の維持を目指したまち
づくりを進めます。

〇集客・交流の促進と都市機能の集約・充実
〇持続的な発展や成長が可能な産業基盤の整備
〇魅力あるアメニティ拠点の創出、活用
〇立地特性を活かした地域振興

安全・安心なまちづくり目標１

社会構造全体として強くしなやかな郡山市を目指
し、安全・安心の基盤の上に豊かな市民生活が展
開するまちづくりを進めます。

〇多様な居住ニーズに対応した生活環境の向上
〇安全・安心な暮らしの確保
〇地域コミュニティの充実
〇生き生きと暮らせる福祉環境の充実
〇ポストコロナに対応した都市区間の形成
〇DX（デジタルトランスフォーメーション）の活
用によるまちづくり

1. 上位計画の見直しに対応した俯瞰型
の都市計画

2. 社会経済情勢の変化に応じたバック
キャスト思考による都市計画

3. まちづくりにおける防災・減災の主
流化

4. SDGsの理念に基づいたまちづくりの
取組推進

改定の
ポイント

改定の要因

俯瞰型都市計画
県の「県中都市計画区域マスタープラン」
の変更や本市の「郡山市まちづくり基本指
針」及び「こおりやま広域圏」との連携・
調整

令和元年東日本台風
令和元年東日本台風をはじめとした激甚化、
頻発化する自然災害に対応するため、流域
治水による防災・減災を主流化するまちづ
くりの推進

新型コロナウイルス感染症
新型コロナ危機による人々の意識や価値観
の変化・多様化に対応した、今後のアフ
ターコロナを見据えたニューノーマル＝新
生活様式への転換

DXの進展
5G、AI、IoT等のDX社会の進展によるデジタ
ル技術を活用した、まちづくりDXの推進

SDGsの推進
SDGsが求める経済・社会・環境の好循環の
達成のため、「誰一人取り残されない」
SDGsの視点を持ったまちづくりの推進
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都市づくり基本方針 先導プロジェクト

市街地を東西につなぐ
「歴史と緑の生活文化軸」の形成方針２

郡山市の拠点性強化に向けて、都市の骨格軸の機能、
アクセス性を強化

〇郡山市の魅力を発信する「歴史と緑の生活文化軸」
の形成

〇高次都市機能と居住機能の集積・誘導
〇歩行者主体のまちづくりによる賑わい形成
〇郡山駅東西の均衡ある発展と交通結節機能の強化

安全・安心に暮らせる生活圏と
ネットワークの形成方針１

女性や子ども、高齢者も安全・安心に暮らせる健康・
医療・福祉・子育て・教育・買い物等の機能やネット
ワークの維持・強化

〇安全・安心なまちづくり（セーフコミュニティへの
取組）

〇生活支援機能の適正配置と地域包括ケア等サービス
の連携

〇世代ニーズに対応した住環境の形成
〇地域生活を支えるネットワークの強化
〇気候情報等やDXを活用した浸水被害の軽減・震災
対策の強化

〇「ベビーファースト」のまちづくり

交通体系・立地を活かした
広域交流機能の強化方針３

新たな雇用や交流人口増加を目指し、人・モノ・情報
の高密度な集積や活発な流動を促進

〇交通利便性を活かした商業・業務・物流等の拠点
整備と観光・交流・産業等の機能強化

〇医療関連等の新規産業拠点の機能強化
〇震災復興を促進する広域交流促進道路の整備
〇高速交通・情報通信のハブ都市としての機能強化

市街地と森林・田園との環境共生方針４

郡山市全域の活性化を目指し、市街地と森林・田園の
環境共生を促進

〇秩序ある土地利用の推進
〇歴史・文化を活かしたアメニティ拠点の機能強化
〇再生可能エネルギーや未利用エネルギーの有効活用
〇「環境保全」「防災」等多彩な機能を有するグリー
ンインフラの整備保全

１－１ 浸水被害対策推進事業

１－３ 集落地域の維持と拠点づくり

１－２ バス路線の再編と交通結節拠点の
整備検討

２－２ 開成山公園等Park-PFI事業

３－１ 再生可能エネルギー、医療機器
関連を核とした地域開発の促進

３－２ 郡山市下水道管理センター敷地利
活用の検討

３－３ 農業試験場跡地の土地利用の促進

３－４ 既存インターチェンジ周辺開発
事業の検討

３－５ スマートインターチェンジ周辺の
土地利用の促進

３－６ 郡山南インターチェンジ周辺の
拠点整備の検討

立地適正化計画の
策定によるコンパ
クト・プラス・ネッ
トワークの推進

４－１

低炭素まちづくり
計画によるカーボ
ンニュートラルの
推進

４－２

４－３ 歴史・文化継承の拠点となる（仮
称）歴史情報・公文書館の整備

２－１ 開成山公園・豊田貯水池周辺整備
の促進

２－３ 開成山地区体育施設整備事業
（PFI事業）



基本理念の体系 
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本市の現状と課題を踏まえ、郡山市の将来都市構想である「みんなの想いや願いを結び、未来（あす）

へとつながるまち 郡山 ～課題解決先進都市 郡山～」の実現に向けて、本市のまちづくりの方向性
を示す「郡山市都市計画マスタープラン」の「基本理念」とその実現の柱となる「基本目標」を、次の
ように定めます。 

 

 
 

  

改定の背景
俯瞰型都市計画

改定のポイント
１上位計画の見直しに対応した俯瞰型の都市計画
２社会経済情勢の変化に応じたバックキャスト思考による都市計画
３まちづくりにおける防災・減災の主流化
４ SDGsの理念に基づいたまちづくりの取組推進

基本目標

基本理念

市民が輝くまち 郡山
『開拓の歴史を生かした躍動感あるまちづくり』

目標１

安全・安心な
まちづくり

目標２

交流の促進と
産業の振興

目標３

地域特性を活かした
暮らしの実現

目標４

脱炭素化の実現を
目指したまちづくり

DXの進展令和元年東日本台風

新型コロナウイルス感染症 SDGsの推進

●改訂の背景・ポイントと基本理念・目標 



２－１ 都市づくりの基本理念 
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本市は、安積疏水によって形成された豊かな田園風景の中に、様々な都市機能が集積した市街地が展
開する都市です。先人の開拓の歴史を基礎とした、この美しい都市が、生き生きとした躍動感をもって
発展していくためには、拠点となる郡山駅周辺地区を再生するとともに、これとネットワークする拠点
地区における、地域特性に応じた多様な豊かさをもった暮らしの姿を示していくことで都市と田園が
調和した土地利用を形成していくことが重要です。さらに、福島県の震災復興を牽引していくために、
都市の魅力溢れる交流の促進と働く場となる産業を振興していくことが重要です。「市民が輝くまち」
が実感できるよう、都市づくりの基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●郡山市の市街地 

市民が輝くまち 郡山 
『開拓の歴史を生かした躍動感あるまちづくり』 



２－２ 都市づくりの基本目標 
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都市づくりの基本理念及び上位計画である郡山市まちづくり基本指針（あすまちこおりやま）の将来

都市構想である「みんなの想いや願いを結び未来（あす）へとつながるまち 郡山～課題解決先進都市 
郡山～」の実現に向けて、交通インフラをはじめとする生活基盤の整備、安全・安心のための社会資本
の充実、産業の振興、雇用の創出及び子育て支援や市民の健康づくりなど、人口減少社会に至っても十
分に機能が果たせるような条件整備を行うため、４つの基本目標を定めます。 

 

基本目標 1  『安全・安心なまちづくり』 
 
エネルギー・都市インフラ・交通システムを見直し、社会構造全体として強くしなやかな郡山市を目

指し、安全・安心の基盤の上に豊かな市民生活が展開するまちづくりを進めます。 
 

〔 基本的な考え方 〕 
市民生活には、良好な「居住環境」、「雇用環境」、「地域の活動環境」が重要な要素であり、安全・安

心に暮らせる環境が求められています。 
東日本大震災及び、東京電力福島第一原子力発電所事故、令和元年東日本台風による水害及び新型コ

ロナウイルス感染症を契機として、市民の安全・安心に対する重要性が再認識されていることから、安
定的に供給されるエネルギー確保のための備えや交通システム、流域治水による防災まちづくり、ポス
トコロナの「新しい生活様式」などについて、非常時にも多様な代替手段を備えた社会システム全体と
して、強くしなやかな郡山市を目指します。 
これら、安全・安心な都市基盤の上に医療、介護、健康、福祉等の高齢社会に対応した生活の質の向

上に資する施設整備を効果的に事業展開し、持続可能な都市への転換を進めていきます。 
 

（１）多様な居住ニーズに対応した生活環境の向上 
誰もが快適で、安全・安心に暮らせる都市基盤を整備した上で、医療、介護、健康、福祉等の高齢社

会に対応した施設や子育て環境を整備し、生活の質の維持、向上を図ります。 
 

（２）安全・安心な暮らしの確保 
安全・安心な市民生活を確保するため、防災減災を目的とした無電柱化の推進や老朽化した社会イン

フラ、電気・ガス・水道など公共公益施設の耐震化や雨水排水施設の整備、さらには、開成山地区を防
災拠点とした救急医療の充実を図るなど、災害に強く、しなやかさを持ったまちづくりを進めていくと
ともに、近年の地球温暖化に起因する気候変動により頻発・激甚化する水災害リスクに対応した、防災
コンパクト都市を目指します。 
また、高齢社会や暮らしの多様化を受け、要配慮者をはじめとしたすべての人に配慮したユニバーサ

ルデザインの考え方に基づいた都市施設の整備を進めます。 
 

（３）地域コミュニティの充実 
郡山駅周辺の空洞化や住宅地の拡散などに伴い、地域の活動を支えるコミュニティが低下している

ため、定住人口の増加などにより、地域コミュニティの維持を図るとともに、身近な道路、公園などの
管理を市民と協働で進めるなど地域活動を支援していきます。 

 
（４）生き生きと暮らせる福祉環境の充実 

高齢者が安心して生き生きと暮らせるまちづくりを進めるため、保健・福祉施設の充実や健康づくり
などの活動を推進します。合せて、子どもが安心して生まれ育つことができる「ベビーファースト」の
まちづくりを目指し、子育て支援施設の整備など、子どもたちが健やかに成長するための環境づくりを
進めていきます。 
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（５）ポストコロナに対応した都市空間の形成 
2020（令和２）年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、都市生活や都市活動に大きな

影響を及ぼしています。この新型コロナ危機を契機に、都市内のゆとりあるスペースや快適な環境への
ニーズが高まっており、安全性、快適性、利便性を備えた都市空間の形成を進めていきます。 

 
（６）DX（デジタルトランスフォーメーション）の活用によるまちづくり 

効率的で質の高いくらしの実現や機能的なまちづくりを進めていくため、AI、ICT、ビッグデータを
活用し、将来のデジタル社会に対応した都市計画を推進します。 
また、自動運転車、MaaS等の交通サービスを見据え、誰もが移動しやすい交通環境の充実を図りま

す。 
 

基本目標２  『交流の促進と産業の振興』 
 

こおりやま広域圏全体の魅力を高めるための交流の促進を図るとともに、福島県の復興を牽引する
産業振興及び交流人口や雇用人口の拡大と定住人口の維持を目指したまちづくりを進めます。 

 
〔 基本的な考え方 〕 

こおりやま広域圏全体の魅力を高めるため、多様な賑わいと交流の感じられる魅力ある環境形成を
推進します。 
本市の発展を牽引してきた産業を強化するとともに、医療、福祉、環境、観光、農業、食品産業等、

福島県の復興を牽引する新たな産業を振興します。また、これらの産業の持続的な発展や成長が可能な
産業基盤の整備を進めるとともに、計画的な土地利用の誘導を進めることによって、多世代にわたり人
口が安定的に維持できる、持続可能な都市づくりを進めます。 
合せて、魅力ある地域特性を活かした観光拠点の創出や賑わい施設の誘導など、こおりやま広域圏全

体の発展を牽引する交流人口の増加と企業間連携の促進に努めます。 
 

（１）集客・交流の促進と都市機能の集約・充実 
郡山駅周辺を中心に、官民一体となった賑わい形成や交流促進に資する都市機能を誘導し、高次の都

市機能が複合的に集約・充実した拠点の形成を図ります。 
 

（２）持続的な発展や成長が可能な産業基盤の整備 
地域経済や雇用を支える産業については、産業構造の変化に対応できるよう、既存工業団地や低未利

用地を含めた工業用地の形成に必要な都市基盤の整備や新産業集積のための産業用地の検討など、計
画的な土地利用を進めます。 
また、食糧自給や食の安全を支える農業の魅力を高めるため、営農環境の向上に努めるとともに、今

後も優良農地を保全していきます。 
 

（３）魅力あるアメニティ拠点の創出、活用 
歴史、文化、自然などの本市独自の資源を活かしたアメニティ拠点の整備及び活用を図るなど、魅力

的な観光振興に努めます。また、都市の魅力向上に資する文化・交流施設の集積を促し、交流人口の増
加に努めます。 

 
（４）立地特性を活かした地域振興 

インターチェンジ周辺や主要幹線道路の沿道地域で、周辺の環境、景観と調和する工場及び研究開発
施設、物流施設並びに地域振興に資する土地利用の誘導に取り組みます。  



２－２ 都市づくりの基本目標 

54 

 

序
章 

改
定
の
背
景 

第
１
章 

郡
山
の
現
状
と
課
題 

第
２
章 

都
市
づ
く
り
の
基
本
理
念
と
基
本
目
標 

第
３
章 

将
来
都
市
構
造 

第
４
章 

分
野
別
方
針 

第
５
章 

地
域
別
構
想 

第
６
章 

実
現
化
の
方
途 

資
料
編 

 

 

基本目標３  『地域特性を活かした暮らしの実現』 
 

都市と自然の魅力を強化し、相互がネットワークした多様な暮らしが可能な環境を実現します。 
 

〔 基本的な考え方 〕 
本市は郡山駅周辺を中心として、周辺にそれぞれの個性を持った地区拠点からなる多核クラスター

状の都市構造を有しています。東西の周縁部には、森林や丘陵の自然ゾーンが控え、その間に安積疏水
によって形成された豊かな田園風景の中に「まち」が展開しています。田園地域・自然環境と共生する
市街地で、郡山らしい豊かな生活を送ることができるよう、特徴あるまちづくりを推進していきます。 
 

（１）まちの個性を活かした景観形成 
2016（平成 28）年度に認定された日本遺産の構成文化財である安積疏水麓山の飛瀑など、地域にあ

る歴史・文化などの貴重な資源については、次世代に継承し、賑わいを生むまちづくりへの効果的な活
用を図り、魅力ある都市景観の実現に向けて、それぞれの個性と特性を活かした景観形成を進めていき
ます。 

 

（２）自然環境の保全と活用 
森林、河川及び湖沼など本市の魅力ある自然環境については、憩いややすらぎ、潤いを与えるもので

あり、次世代に継承するため、今後とも保全していきます。 
また、これら豊かな自然環境は、環境負荷の軽減や人を惹きつける役割を有していることから、地域

の貴重な資源として積極的な活用を図ります。 
 

（３）多様な暮らしの実現 
郡山駅周辺、市街地、既存集落など、それぞれのエリアの特徴を活かした様々な生活スタイルを市民

が選択し、多様な暮らし方が持続するよう、田園環境と市街地が共存する本市の特性を活かした魅力あ
る個性あるまちづくりの推進を図ります。 
また、鉄道、バス等の公共交通ネットワークを重視し、公共交通網の再編や土地利用の誘導等を図り

ます。 
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基本目標４  「脱炭素化の実現を目指したまちづくり」 
 

都市構造、交通、エネルギー、緑の各分野において、郡山市気候変動対策総合戦略、郡山市総合交通
計画マスタープランを踏まえた脱炭素まちづくりに向けた施策、取組を進めます。 
 

〔 基本的な考え方 〕 
気候変動問題は、21世紀において、都市が積極的に取り組んでいかなければならない重要な課題の

一つです。2020（令和 2）年 10 月、政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに
する、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。福島県では、地域の脱炭素化への転換とい
う考えのもと、環境との共生が図られた新しい社会システムづくりを推進していくことを目標として
掲げています。本市においても、各分野において温室効果ガス排出量の削減に積極的に取り組むこと、
再生可能エネルギーや水素の利活用を推進していくことによって、持続可能な社会の実現に寄与しま
す。 
 

（１）脱炭素まちづくりの推進 
脱炭素化を推進するため、エネルギーの効率的な利用を実現するための土地利用の誘導や自然再生、

低未利用エネルギーの有効活用促進、ヒートアイランド現象を緩和する緑の配置などの取組を進めま
す。 

 

（２）公共交通の利用促進 
過度に自家用車に依存することなく、公共交通の利用を促進することにより、環境負荷の少ない都市

づくりを進めます。また、モビリティマネジメントの推進を図るとともに、郡山駅周辺の歩いて暮らせ
る環境整備や使いやすい公共交通体系づくりを進めます。 

 

（３）再生可能エネルギーの活用 
原子力に依存しない社会を目指し、太陽光発電、風力発電、バイオマス、小水力発電、下水熱利用等

の再生可能エネルギーを活用する先導的なモデル事業を推進していきます。 
また、「国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所」を中核拠点として、

再生可能エネルギーに関する新技術を生み出し世界に向けて発信するとともに、産学金官連携によっ
て、新たな価値を生み出す取組と再生可能エネルギー関連産業の振興を推進していきます。 

 

（４）サーキュラーエコノミー社会の実現 
大量生産、大量消費型の社会経済活動を転換し、資源の再利用やリサイクルを促進するなど、資源、

製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を行うことで、気候変動問題への対応や
自然環境の再生に努めます。 
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